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道路の維持管理をとりまく最近の動向



国道(国管理)の役割・機能
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○ 一般国道（指定区間）の延長は約２４,２００kmで全道路の約２％であるが、全体交通量（走行台キロ
ベース）の分担率は約１９％、大型車の交通量の分担率は約２５％と高い。
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※道路延長 ：高速自動車国道は令和7年4月1日時点、その他は令和5年4月1日時点
※交通分担等：「全国道路・街路交通情勢調査（R3年度）」及び「自動車燃料消費量統計年報（R3年度分）」による。
※一般国道（指定区間）には、一部高速道路会社等の管理の国道（指定区間）が含まれる。
※高速自動車国道には、高速道路会社管理だけでなく、一部国管理が含まれる。

交通量の分担
（走行台キロベース）

大型車
交通量の分担

（走行台キロベース）

高速自動車国道
約9,200km

（0.7%）

一般国道（指定区間）
約24,200km

（2.0%）

一般国道（指定区間外）
約32,000km

（2.6%）

都道府県・市町村道
1,165,700km

（94.7%）

道路延長

全道路延長 約 1,231,100 km

■ 全道路の延長割合と交通量の分担



【参考】国道(国管理)の道路維持管理（維持）について
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安全で円滑な冬期交通確保のため実施視認性の確保等のため実施 視認性の確保等のため実施

通行車両の安全性確保等のため実施道路の異常等を把握するため実施

＜剪定＞

＜巡回＞

＜除雪＞

＜清掃（路面）＞

＜除草＞

通水阻害を防止するため実施

＜清掃（排水施設）＞
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附属物点検（道路照明）橋梁定期点検

＜道路構造物（トンネル・橋梁等）の老朽化対策＞

橋梁修繕トンネル修繕

炭素繊維シートによる補修ひび割れ注入による補修

切削オーバーレイによる補修 標識の更新

＜舗装修繕＞ ＜附属物修繕＞ ＜防災対策（斜面・盛土等）や耐震対策 ＞

＜道路構造物の点検＞

橋梁の耐震補強 斜面崩落防止対策

【参考】国道(国管理)の道路維持管理（修繕）について



国管理道路の管理延長と管理体制
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○ 国道（国管理）の管理延長は、令和７年度で約２３，５３６ｋｍとなり、令和元年度と比べて約４２１ｋｍ増
加。

○ このうち、国が管理する高速自動車国道及び自動車専用道路の管理延長は、令和７年度で約３，１４１
ｋｍとなり、令和元年度と比べて約１.２倍(４６７km)に増加。

【国土交通本省】

【地方整備局】
R7：10箇所

【国道事務所等】
R7：93箇所

【出張所】
R7：276箇所

※令和7年4月1日現在の数
※改築事務所及び改築出張所を除く

■ 国土交通省の国道（国管理）の
主な管理体制
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■ 国道（国管理）の管理延長推移

国
道
（
国
管
理
）
延
長

国道（国管理） 管理延長

内、直轄高速道路 管理延長

直
轄
高
速
道
路

管
理
延
長

※ 直轄高速道路 ： 国が管理する高速自動車国道及び自動車専用道路



頻発する自然災害への対応（風水害）

（回）

S51~S61
平均218回/年

H26~R6
平均331回/年

○ 時間50mmを超える豪雨の発生件数は40年前の1.5倍に増加しており、近年、自然災害が激甚・頻発化。
○ 令和7年8月の大雨では、鹿児島県・熊本県などにおいて橋台背面の洗掘などの被害が発生。
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風水害

島根県・山口県における大雨 （H25.7.26～8.3)H25

平成26年8月豪雨 （H26.7.30～8.26）H26

平成27年9月関東・東北豪雨 （H27.9.7～9.11）H27

台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風
（H28.8.16～8.31）

H28

平成29年7月九州北部豪雨 （H29.6.30～7.10）H29

平成30年7月豪雨 （H30.6.28～7.8）
台風第21号による暴風・高潮等 （H30.9.3～9.5）

H30

台風第15号による大雨・暴風 （R1.9.7～9.9）
令和元年東日本台風（台風第19号）（R1.10.10～10.13）

R1

令和2年7月豪雨 （R2.7.3～7.31）R2

前線による大雨（R3.6.30～7.12）R3

前線による大雨（R4.8.3～8.26)R4

前線による大雨（R5.6.28～7.13）R5

山形県、秋田県における大雨（R6.7.25～7.30)
台風第10号における大雨（R6.8.27～9.1)
石川県における大雨（R6.9.20～9.22)

R6

前線による大雨（R7.8.6～8.12)R7
【R7.8月大雨】 国道57号道路区域外

からの土砂流入（熊本県宇城市）

【R7.8月大雨】 国道10号 橋台背面の洗掘
（鹿児島県姶良市）

■ 近年発生した風水害の一例■ １時間降水量50mm以上の年間発生回数
（全国のアメダスによる観測値を1,300地点あたりに換算した値）

（出典）気象庁

近似直線



頻発する自然災害への対応（地震・雪害）
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○ 令和６年能登半島地震では、地震動による構造物等の損傷のほか、土砂崩落などにより道路ネット
ワークが寸断。

○ 令和６年１月の大雪では、岐阜県関ヶ原地区で大規模な車両滞留が発生。

■ 近年発生した地震・雪害の一例

【R6大雪】 国道21号（岐阜県関ヶ原町）

【R6能登半島地震】E41能越自動車道（のと三井IC～
のと里山空港IC） （石川県輪島市）

【R4大雪】 国道8号（新潟県長岡市）

雪害地震

H25
関東地方における大雪・暴風雪
（H26.2.14～2.19）

H26

H27

北陸地方における大雪 （H28.1.24～1.25）平成28年熊本地震 （H28.4.14、4.16)H28

中国地方における大雪 （H29.1.23～1.24）H29

首都圏における大雪 （H30.1.22～1.23）
福井を中心とした大雪 （H30.2.3～2.8）

大阪北部地震 （H30.6.18)
平成30年北海道胆振東部地震（H30.9.6)

H30

R1

北日本から東日本の日本海側における大雪
（R2.12.14～12.21）

R2

R3

福島県、山形県、新潟県を中心とした大雪
（R4.12.18～12.19）

R4

西日本から北陸地方を中心とした大雪
（R5.1.24～1.29)

R5

福井県、岐阜県、滋賀県を中心とした大雪
（R6.1.23～1.25）

令和６年能登半島地震 （R6.1.1）
宮崎日向灘地震（R6.8.8）

R6

青森県東方沖地震（R7.12.8)R7

R8



令和７年６月６日 閣議決定
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第1次国土強靱化実施中期計画
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老朽化対応（橋梁の判定区分毎の施設数と割合）

682橋

(0.1%)
643橋

(0.1%)

623橋

(0.1%)

68,369橋

(10%)

55,820橋

(8%)

52,864橋

(7%)

350,506橋

(49%)
363,926橋

(50%)
359,541橋

(50%)

296,909橋

(41%)
303,163橋

(42%)
311,231橋

(43%)

2018年度末 2023年度末 2024年度末

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

１巡目点検結果
(716,466橋)

２巡目点検結果
(723,552橋)

2024年度時点の
最新の点検結果
(724,259橋)

Ⅲ・Ⅳ計
69,051橋

Ⅲ・Ⅳ計
56,463橋

Ⅲ・Ⅳ計
53,487橋

○ 2024年度末時点での点検結果では判定区分の割合は、Ⅰ：43％、Ⅱ：50％、Ⅲ：7％、Ⅳ：0.1％であり、修繕等が必要な判定区
分Ⅲ・Ⅳの橋梁は53,487橋であった。

○ 1巡目点検終了時点と比較すると建設後50年以上経過した橋梁数は増加している一方で、年々判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数は着
実に減少している。

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。※判定Ⅳの施設については、早急に通行止めや通行規制等の緊急措置を行っている。

27%

39%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018年度末

2023年度末

2024年度末

約13万橋

約21万橋

約23万橋

（参考）建設後50年を経過した橋梁の割合

※この他、古い橋梁など記録が確認できない
建設年度不明橋梁がある。
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老朽化対応（トンネルの判定区分毎の施設数と割合）

63橋

(0.6%)
28箇所

(0.2%)

27箇所

(0.2%)

4,353橋

(41%)
3,260箇所

(29%)

3,125箇所

(28%)

5,990橋

(56%) 7,610箇所

(68%)
7,813箇所

(69%)

239橋

(2%)
325箇所

(3%)
325箇所

(3%)

2018年度末 2023年度末 2024年度末

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

１巡目点検結果
(10,645箇所)

２巡目点検結果
(11,223箇所)

Ⅲ・Ⅳ計
4,416箇所

Ⅲ・Ⅳ計
3,288箇所

2024年度時点の
点検結果

(11,290箇所)

Ⅲ・Ⅳ計
3,152箇所

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。※判定Ⅳの施設については、早急に通行止めや通行規制等の緊急措置を行っている。

○ 2024年度末時点での点検結果では判定区分の割合は、Ⅰ：3％、Ⅱ：69％、Ⅲ：28％、Ⅳ：0.2％であり、修繕等が必要な判定区
分Ⅲ・Ⅳのトンネルは3,152箇所であった。

○ 1巡目点検終了時点と比較すると建設後50年以上経過したトンネルは増加している一方で、年々判定区分Ⅲ・Ⅳのトンネルは
着実に減少している。

（参考）建設後50年を経過したトンネルの割合

※この他、古いトンネルなど記録が確認できない
建設年度不明トンネルがある。

21%

27%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018年度末

2023年度末

2024年度末

約２千箇所

約３千箇所

約３千箇所
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道路陥没対応
（下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会・第3次提言）
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道路陥没対応
（下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会・第3次提言）
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道路陥没対応（道路の取り組み）

埼玉県八潮市での道路陥没事故（R7.1.28）

「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた
対策検討委員会」（R7.2.21～R7.11.5 計9回）

• 地下管路の管理や、道路管理者と他の管理者とのリスク情報
の共有等のあり方などを専門的見地から検討

「社会資本整備審議会 道路分科会 基本政策部会」
（R7.11.7）

• 道路地下空間をとりまく現状と課題について議論

地下占用物連絡会議の設置（R7.3～）
• 道路管理者と占用者相互の点検結果や、道路陥没対策に
資する情報等の共有

道路法施行規則の改正（R7.7公布、R8.4施行）
• 占用者に対して、占用物の安全性、点検結果等の報告を求
めることを規定

道路メンテナンス年報（R7.8）
• 路面下空洞調査や占用物の点検結果を公表

道路陥没実績の詳細データ公開（R7.12）
• 路面下空洞調査や占用物の点検結果を公表

新道路技術会議による研究開発の採択（R7.9）
• 道路陥没の被害軽減に資する技術研究開発を採択し、研究
機関と連携し新技術の開発を推進

「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた
対策検討委員会」による第三次提言（R7.12.1）

• 信頼されるインフラのためのマネジメントの戦略的転換

「社会資本整備審議会 道路分科会 基本政策部会」
（R7.12.19）

• 道路地下空間をとりまく現状と課題に対する、具体な取組と
ロードマップ（案）を整理

「道路地下空間利用のあり方等検討委員会」の設置
（R8.３.２）

＜有識者委員会での議論＞ ＜主な取り組みの実施状況＞

取り組みの更なる推進
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道路陥没対応（道路地下空間等の課題と取り組み内容）

【道路地下空間を取り巻く現状】
道路排水施設や占用物を起因とした道路陥没が各地で発生。
「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」の第３次提言において、道路管理者と占用者の連帯での適切な地下空間の維持管理、
正確な位置を含む占用物情報や路面下空洞調査の結果など地下空間情報のデジタル化・統合化など、統合的マネジメント体制の構築の必要性が示された。
高度経済成長期に整備された施設の老朽化が進み､今後､地下施設の補修・更新工事が行われることで、路上工事の増加による交通への影響が懸念。

取り組み

（１） 道路陥没

道路排水施設起因の発生

路面下空洞調査等の効率化

八潮の陥没は、現有技術で検出困難な深い位置で発生した空洞が起因

八潮の救助作業では電線や電柱が支障

（２） 地下施設等の管理

道路施設や占用物情報の一元化、デジタル化、見える化

地下施設等の正確な位置情報等の把握

占用者との連携、情報共有の不足

占用物の適切な管理（メンテナンスサイクルの実現）

（３）地下施設等の老朽化

今後、増加する地下施設の更新工事による交通影響や工事の輻輳による舗装の継ぎ接ぎ化

（４）地下空間等の利用のあり方

八潮では緊急輸送道路の交差点部に下水道の構造弱部が存在

道路陥没、地下施設等の管理や老朽化など地下空間利用に関する様々な課題が発生

道路地下空間等の課題

道路下にある道路施設の適切な維持管理の実施（道路排水施設等の点検等の規定化）

路面下空洞の発生傾向分析及び空洞調査要領の改訂

道路陥没対策に資する新技術の研究開発と活用

占用者と連携した空洞調査・路面変状把握

無電柱化、共同溝の整備推進

全国統一型の占用関連システムの構築

道路空間情報の見える化（プラットフォームの構築）

占用工事完了後における竣工図面（竣工データ）の提出

既設物件の竣工図面（竣工データ）の提出

既存地下施設等の正確な位置情報等を把握する技術の開発

地下占用物連絡会議を通じた道路管理者・占用者における情報共有・連携の強化

占用者から道路管理者への占用物の安全性や点検結果等の報告

占用許可申請時における占用物の維持管理の内容把握

道路管理者と占用者による更新計画等に基づく長期的な工事実施時期の調整

地下施設等の埋設・占用・負担等の考え方を整理・検討（道路や占用物の特性等に応じ
た施設の埋設位置、仮設物等の残置の可否、負担のあり方など）



自転車利用の増加

○ 自転車は、買物や通勤、通学、子供の送迎など日常生活における身近な移動手段や、サイクリングな
どレジャーの手段等として多くの人々が利用。

○ 安全で快適な自転車利用環境の確保のため、自転車通行空間において、轍掘れや段差などへの必要
な措置、植樹帯等の剪定、落ち葉の除去など、適切な維持管理が必要。

14

【参考】自転車通行空間の基本的な整備形態（イメージ）

（出典）安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（令和６年６月）

■国内主要都市の自転車の分担率（通勤・通学目的）

■ 自転車の普及状況

（出典）（一財）自転車産業振興協会 自転車統計要覧（平成29年6月）及び総務省 住
民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和7年1月1日現在）

• 国内の自転車保有台数は年々上昇傾向

※（一財）自転車産業振興協会による推計値

（出典）2020年国勢調査より通勤・通学における自転車（代表交通手段）の分担率を集計

20.4%
15.0%

14.1%
13.0%
12.9%

12.7%
12.2%

11.9%
11.7%

11.5%
11.3%
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道路における低炭素化の取り組み

○ 地球温暖化に伴う気候変動の影響により、自然災害の激甚化・頻発化等が懸念されており、気候変動
対策の推進は喫緊の課題。

○ 道路は国内CO2排出量の約18％を占めており、道路管理においても低炭素化の取り組みを推進。

道路照明のLED化

• 道路は国内CO2排出量の約18％を占めており、脱炭素
に関わる役割と責任を積極的に果たしていく必要

• ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、道路の
脱炭素化政策を展開

（出典）道路分野の脱炭素化政策集 Ver.2.0（令和７年１０月）

■ 道路分野の「ＣO₂排出量」 ■ 道路管理の低炭素化

• 道路照明のLED化・高度化を推進

道路照明のLED化率の目標
国直轄：約４４％（R5） ⇒ １００％（R12）

道路照明の高度化

• 開発状況を踏まえつつ、道路パトロールカーなど道路関係車両に
おける次世代自動車※の導入を推進
※電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車

道路関係車両の電動化率目標
国直轄：約１４％（R5） ⇒ １００％（R12）

パトロールカーを次世代
自動車へ転換

低炭素な建設機械・材料
の導入を促進
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道路維持修繕予算の推移

改築費等

維持修繕

13% 14% 16% 24% 27% 31%

16

■ 道路維持管理予算（直轄）の推移 ［単位：億円］ ※当初予算額
※「％」は全体予算額に対する維持修繕費の割合

■ 公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移■建設資材物価指数※（接続指数）の推移

※建設資材価格指数は、建設資材の総合的な価格動向を明らかにする指数

（出典）一般財団法人 建設物価調査会


